社団法人千葉県社会福祉士会

平成２１年度第２回通常総会議事録

１　開催日時　　平成２２年３月１４日（日）　１３時３０分～１５時４５分
２　場　　所　　千葉市中央区　千葉県社会福祉センター４階会議室
３　正会員数　　1,128人

４　出席者数　　577人（別紙出席者名簿のとおり）

　　　　　　　　（内、会場出席者44名、委任状提出者257名、書面表決者276名）

５　議　　　題
第１号議案　平成２１年度収支補正予算書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第２号議案　平成２２年度事業計画書
第３号議案　平成２２年度収支予算書
第４号議案　社団法人千葉県社会福祉士会事務経費拠出規則の制定について
第５号議案　社団法人千葉県社会福祉士会会費に関する規則の改正について
　第１号報告　社団法人千葉県社会福祉士会理事の選出について
　第２号報告　社団法人千葉県社会福祉士会代議員の選出について
６　議事

（1） 神山副会長から総会の開会を告げたのち、山﨑泰介会長が挨拶を述べた。
（会長挨拶）国の現在の状況として、事業仕分け、障害者自立支援法の見直しが大きなトピックスだと思われます。その中で虐待対応や緊急雇用、教育分野など社会福祉士としての役割が大いに期待が高まっています。しかし、社会福祉士としての業務だけで食べていけるかと言われたら、厚生労働省の方と講演した際に質問をしましたが、現実はそうではありません。志のある若い世代を後押しができる職能団体となっていきたいと思っております。

また、社会福祉士の不適切な行為が目立ってきていますが、ひとつの理由として「その人の為によかれと思って・・」という傾向があります。客観的にみて、そのご利用者には何が必要なのか、支援の方法もきちんと考えていかなければなりません。その為には、ソーシャルワークの団体との協力が必要です。医療社会福祉事業協会や精神保健福祉士協会と協力して研修など行えたらと思っています。現在の状況は厳しいですが、援助の必要な方へ精一杯応えられるような会にしていきたいと思っております。
（2） 議長の選出について諮ったところ１名の立候補者があり議長に浅見雅人氏が選出された。

　（３） 出席者について岡本事務局長から報告があり、本総会は正会員総数の過半数を超える577名（うち委任状を有する代理人による257名及び書面表決276名のみなし出席を含む）が出席し、総会は適法に成立した旨報告した。

（４）議事録署名人の選出について諮ったところ、立候補により神田一彦氏、笠原榮作氏が選出された。
　（５）書記について、議長から森悠子氏が推薦され了承された。

（６）第１号議案　平成２１年度補正予算書について
稲永理事(財務担当事務局次長)から説明あり。原案のまま可決した。
賛成名（576内、会場内賛成者44名、書面表決275名、委任状提出者257名）

　　　　質疑：なし
（７）第２号議案　平成２２年度事業計画書について　
岡本事務局長から説明あり。質疑応答について各担当理事より回答・説明ののち第３号議案とともに同時採決され、可決した。
賛成576名（内、会場内賛成者44名、書面表決275名、委任状提出者257名）

質疑：田中（船橋）…社会福祉士会は、公益法人社団を目指す方向でよろしいか？
回答：会長…理事会でも結論が出ていない。公益法人の姿勢を持って考えている。予算・会費の扱いについては本部会費で助成金という形で千葉県社会福祉士会に入ってくる流れとなっている。公益事業比率を５割以上にしなければならない。出来れば公益法人社団の方向に進んでいきたい。
（８）第３号議案　平成２２年度収支予算書について　
稲永理事(財務担当事務局次長)から説明あり。原案のまま第２号議案とともに同時採決され、可決した。
賛成576名（内、会場内賛成者44名、書面表決275名、委任状提出者257名）

　質疑：なし。
（９）第４号議案　社団法人千葉県社会福祉士会事務経費拠出規則の制定について　
岡本事務局長から説明あり。質疑応答ののち原案のまま可決されたが、会場から不服の声が上がり議長解任動議へと発展する。一旦、議決避けたものの議決は保留となる。
（賛成530名（内、会場内賛成者13名、書面表決262名、委任状提出者255名））

　質疑：弘永（ぱあとなあ）…提案理由①には賛成だが、②③④には妥当性があるとは思えない。倫理案件は本部対応が筋ではないか？　②は事務局経費ではない。③ぱあとなあで規約を考えたほうがよいのではないか？　④は必要だと思う。事務局経費の増強だけでよいのか？　第６条の委任でいいのか？　考え方の背景には反対である。
　鈴木…反対である。第２条の税法上の扱いはどうなるのか？　後見報酬は雑所得だが、第３条の拠出金３万円は、確定申告に経費として出せるものなのか？　そもそも収入額の捕捉を誰がやるのか？　第５条の罰則規定を設けてやるには無理がある。再配分の原資はどの程度低報酬にまわるのか？　ぱあとなあ運営委員会では低報酬問題に対しファンド方式での対応を提案したが理事会では検討されていない。提案④の財務基盤の強化とは具体的に何に使途するのか？
　　　　朽名…ぱあとなあのコーディネーターをした経験から意見する。成年後見人は家庭裁判所から年間で報酬を決定される。ぱあとなあは、主たる仕事以外に兼務している方へ無理無理お願いしている。後見人の業務は緊急の際はいつでも呼び出される等他の業務とは違う。
　　　　飯田…第３条の５　一旦納人は、納入の誤字ではないか？
        提案④の再配分の方法は決まっているのか。
　　　　田村（公表）…事務局拠出金は公表事業にもかかわるのか？その期間は平成２２年１月からか？
　　　　片野（ぱあとなあ）…意図は理解できるが、詳細は詰められていないのではないか？年間３万円は不公平である。報酬に応じてではなく、東京都のように定率のほうが公平と考えるがいかがか？

　回答：事務局長…第３条の５は誤字のため訂正。

　　　　公表部会の調査については会に調査手数料が入金され、事務経費等を控除した上で個々の調査員に支払われるため対象外である。
倫理案件は、現在は便宜上本部と呼ぶ社団法人日本社会福祉士会の綱紀委員会が対応しているが、件数の増加もあり事業計画にも記載したとおり今後は都道府県社会福祉士会での対応を求められる。

そもそもぱあとなあのみを対象としているものではない事を理解してもらいたい。ファンド方式という件は、ぱあとなあ運営委員の議事録に一行記載されていたのみで具体的な提案がないため理事会では議論していない。

ぱあとなあの登録員には既に連絡されているとおり、後見事例で問題が起き、基本的に成年後見等を受任している登録員全員と面接することになった。その際の経費を本部が負担するのか都道府県社会福祉士会が負担するのかは決まっていないが、県で負担することとなった場合はその原資として充てる事も考えられる。（説明中会場から「関係ない」と連呼する者あり）
再配分の原資としての配分割合まだ決まっていない。可決すれば補正予算で計上する。
定額ではなく定率でとの意見も理解するが、他団体の例で定率制では税率が高くなるため定額制となった。
質疑：朽名…斡旋手数料なのか？

      　櫻井…社会福祉士・ぱあとなあの名前で支払わなければならないと思う。

回答：事務局長…社会福祉士として仕事をしているため、何らかの問題があった場合に直接に関わるものでなくとも会が社会的責任を問われることになる。ぱあとなあだけではなく、他の会員全てを含むということを理解していただきたい。
質疑…鈴木…ぱあとなあだけでないと言うが、執行部はぱあとなあを把握しやすい。金額的に大きく、大半はぱあとなあである。事務局経費は払いたい人だけではないと思う。担当理事も大変ではないか？

飯田…議長はどう考えているのか？

弘永…背景が納得できない。

鈴木…一旦議長の解任決議案を出して、自分が議長をしても良い。

飯田…斡旋手数料的な考え方か否かについてはお答えをいただいていない。

回答：事務局長…会からの推薦に限定しておらず、斡旋手数料という考え方ではない。

質疑：弘永…社会福祉士としての名称を使用するからというのであれば、ぱあとなあの後見活動だけでなく、社会福祉士として勤務している全ての会員から一定の報酬をあげてもらわなければならない、ということになる。
　　　皆が納得するような考え方を示していただきたい。

田中…社会福祉士の資格手当等にも関連してくる。もう少し詰めてみてはどうか？

回答：稲永…議長は賛成した。手続きしたのだから議案は覆らない。
　　　　　　　　会長…実は４代前の理事会からどういう形で社会福祉士会に拠出していただくか検討を重ねてきた。今後も理事会で検討していきたい。理事会が恣意的に使用することは考えられないと思う。ぱあとなあは違うんだという意識は他の会員に対して失礼ではないか。
　　　　　

  　　　議長…一度議決しているが、第４号議案は保留とする。第５号議案終了後、事務局よりもう一度説明した上でもう一度採決としたい。

（10）第５号議案　　社団法人千葉県社会福祉士会会費に関する規則の改正について
岡本事務局長から説明あり。質疑応答ののち原案のまま可決された。
賛成533名（内、会場内賛成者39名、書面表決237名、委任状提出者257名）

　質疑：篠田…事務局経費が足らないのであれば新規加入者を無料ではなく半額にできないのか？
　回答：事務局長…事務手続き上、有料か無料か、ゼロかイチには出来るが、半額にするのは逆に手間がかかる。

　質疑：吉岡（新規加入者）…初年度無料はいらないのではないか？社会福祉士会には高齢分野の人が多く児童分野の人は希薄だからメリットがない。来年度会費を払うかどうかは検討している。
　回答：事務局長…日本社会福祉士会会費には同様の規程が無く、逆に入会金がかかるため若手世代の負担を減らすよう初年度は無料とした。改正するとしてもこの場で決めるのではなく、次代の理事会で検討の上総会に議案として提出するべきと考える。
　　　　　質疑：参考に、退会者の割合とどのような人が退会されたか知りたい。

　　　　　回答：事務局長…初年度のみで退会した方か。その意味での数字は把握できていない。
　　　　　質疑：飯田…納付率はどのくらいか？

          回答：事務局長…ほとんどが引き落としで納付率はほぼ１００％に近い。二年間滞納すると退会扱いとなることもある。
　　　　　提案：川島…倫理委員会・綱紀委員会の原資とするのは、第４号議案で原資とするのではなく第５号議案が良いのではないか？

（11）第４号議案再審議

　　　提案：会長…１０分休会を求めます。

　　　回答：議長…認めます。１０分休会とする。

　　　　（10分休会後再開）

　　　提案：会長…執行部で話し合った結果、第４号議案は書き方・表現など検討しなければならないところが多い。第４号議案は一旦取り下げとし、総会議事録とともに会員に公開し意見募集の上５月の総会に再度提出したい。

　　　回答：議長…第４号議案は取り下げとする。

　　　質疑：上中…ぱあとなあ一会員の意見として運営委員会に聞いて欲しい。一登録員としては、懇親会等の会合を開いて登録員にも意見を聞いて欲しい。

　（12）第１号報告　社団法人千葉県社会福祉士会理事の選出について

（13）第２号報告　社団法人千葉県社会福祉士会代議員の選出について
　　　　白井選挙管理委員長から選出結果について報告があった。
（14）議題終了し、神山副会長の司会により議長解任後会長の挨拶。
　　　　（会長挨拶）ありがとうございました。再提案についても皆様からのご意見を宜しくお願いいたします。また、全ての議案に関わってくるため、開会の挨拶では申し上げられなかったが、会には事務局員がおります。平成２２年度の予算編成をみていただければわかると思いますがが、非常に報酬の厳しい中、勤務をしています。事業拡大・事務局体制の強化をするためにも給料を上げてあげたいと思っています。今回、会費の値上げを可決していただいて本当に感謝しています。今後も風通しの良い会にしていきたいと思っていますので宜しくお願いいたします。
以上をもって議事全部を終了し、１５時４５分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長及びその会議において選出された議事録署名人がこれに記名押印する。
平成　２２　年　　　月　　　　日

社団法人千葉県社会福祉士会　平成２１年度第２回通常総会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議　長　　　　　　　　　          　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　　　　　          　　㊞

　　
議事録署名人　　　　　　          　　㊞

　　

上記は、議事録の謄本であることを証明します。

平成　　年　　月　　日

社団法人　千葉県社会福祉士会　　　　　　　　　　　　

　理事　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　             ㊞　　
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